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７．専属金融機関 

（１）専属金融機関の新規計上 

 2008SNA では、「金融機関」の内訳部門として、新規に「専属金融機関」（captive 

financial institutions）を設けることを推奨しています。この「専属金融機

関」とは、「金融サービスを提供している主体のうち、資産のほとんどが市場で

取引されないもの、または負債のほとんどが市場で調達されないもの」と定義

しており、バランスシートの構造など、外形的には他の金融機関と類似してい

ても、調達・運用が特定先に限られるなど、他の金融機関と比べて相対的に金

融仲介の機能が弱いものを独立した分類とすることが狙いと考えられます。 

（２）新しい資金循環統計における「公的専属金融機関」の計上方法 

これをわが国の資金循環統計に当てはめた場合、現状「政府系金融機関」に

分類される金融機関の中に、「専属金融機関」の定義に合致するものがあると考

えられます。具体的には、日本高速道路保有・債務返済機構（旧道路関係四公

団が保有していた高速道路を保有し、高速道路会社にリースを行う機関）、地方

公共団体金融機構（地方公共団体や地方公営企業向けの貸出を行う金融機関）

などが該当します。そこで、これらの機関を「政府系金融機関」より切り出し、

新設部門「公的専属金融機関」に含めます（図表 21(1)(2)）25。 

このように、制度部門をより詳細なものとすることにより、実質的な金融仲

介機能の有無に着目して、部門毎の動向を把握することが容易になります。例

えば、「公的専属金融機関」を切り出すことで、既存の「政府系金融機関」が、

金融仲介の機能が相対的に強い公的金融機関の集合体となることから、新しい

「政府系金融機関」と他の民間金融部門とを比較しやすくなるなど、一段と多

様な分析ニーズに応えることが可能となります。 

                                                        

25 2008SNA では、「専属金融機関」に該当する主体として、本社機能を有しない持株会社

や証券化ビークル以外の特別目的会社（special purpose entities）といった民間主体を

想定しています。しかし、わが国では、現時点でデータでその存在が確認できないこと

から、当面は、民間部門の主体を含めない部門である「公的専属金融機関」を設定するに

とどめることとします。 



20 

 

                                                        

 



21 

 

27  

 

 

                                                        

 

 



22 

 

 

                                                        

 



23 

 

 

                                                        

 



24 

 

 

 



25 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 



27 



28 



29 



 

 

30



31



32



 33



 

  

 

(CE) 

(CH) 

(P) 

(R) 

 

 

 

(P) 

(CH) 

(CH)
 

 

34



 

 

 

35



 36



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

37



38



39



40



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

< >  
  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

41



 

 

10 

 

 
  

 

 

 

 

 

+10 
 

+10 
 

 

< >  
  

 

 

 

 

  

+10 
 

 

 < > 

 
 

  

 

 

 

 

 

+10 
 

+10 
 

 

< >  
  

 

 

 

 

  

+10 
 

 

 < > 

10 

 

 

 

 

42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

43



 

 44



45



46



 

 

12

60

70

80

90

100

10 20 30 40 50 60 70
79

47



48



49



50



51



52



53



54



55



 

 

 ARIMA   

 (110)(011)  

 (111)(011)  

 (110)(011)  

 (010)(011)  

56



57



58

（図表２９）
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